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	ＰＭＩ日本支部著作物取扱規程
	支部著作物とは、著作権法で規定される著作物中で、以下の要件の一つ以上を満足する有形、無形のものをいう。
	ＰＭＩ日本支部の発意に基づくもの
	ＰＭＩ日本支部会員が、支部活動の中で作成したもの

	支部著作物の著作権は、ＰＭＩ日本支部が所有する。
	支部著作物は、それが完成した後、遅くとも年度末までには、ＰＭＩ日本支部事務局へ提出しなければならない。
	支部著作物を外部へ公表する際は、ＰＭＩ日本支部の著作物であることを明示しなければならない。
	ＰＭＩ日本支部活動の中で支部著作物を使用する場合は、第９条で規定する特別有料著作物を除き、ＰＭＩ日本支部の著作物であることを明示することにより、自由に使用することができる。
	支部著作物を支部活動外において非営利目的で利用する場合は、ＰＭＩ日本支部の著作物であることを明示することに加えて、以下の条件を満たした上で、自由に使用することができる。
	著作物を作成した部会のメンバーは、当該部会の了解を得る。
	上記以外の会員は、支部事務局の書面での了解を得る。
	第９条で規定する特別有料著作物ではない。

	第９条で指定する特別有料著作物に該当しない支部著作物を支部活動外において営利目的で利用する場合は、支部事務局へ申請することにより、有料で使用することができる。但し、当該著作物の作成に直接的に貢献したメンバーは、そのことを支部事務局が当該組織への問合せなどにより確認できた場合に限り、無料で使用することができる。
	支部著作物の利用目的が非営利か営利かの判断は、以下の基準を参考に各部会と支部事務局が協議して行うが、判断が分かれた場合は、支部事務局の最終判断に委ねるものとする。
	金銭の授受にかかわらず、個人や組織の営業に資する活動は、営利目的とする。
	官公庁、地方自治体、大学などの公的な機関が行う活動は、原則として非営利目的とする。

	特に利用価値が高く、有料配布が妥当と判断された支部著作物は、支部事務局が制作を担当する部会の合意を得た上で特別有料著作物と指定し、利用目的が非営利・営利にかかわらず、有料で配布するものとする。但し、著作物作成に貢献したメンバーが、自ら作成した部分を利用する場合は無料とする。
	理事会および支部事務局関係者が、支部活動を紹介する目的で作成した資料、および、部会活動によって作成された著作物であっても、公開することが妥当と事務局と当該部会で判断された著作物は、公開用支部著作物として指定し、その内容を改変しない限り、自由に利用することができる。但し、当該著作物の公開に当たり、その取扱方法に特別の指定がある場合は、利用者はその指定に従うものとする。
	別途定める価格設定に従って、対象物ごとに支部事務局で評価し、決定するものとする。但し、この価格評価に当該著作物作成に係わった会員から疑義が出された場合は、企画委員会において協議し、この結果を受けて事務局が最終決定するものとする。

